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第 14 大震災発生時の緊急交通路 

（本編 震災編 P.345） 

 

大震災時における交通規制図（第一次交通規制）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第一次交通規制(災害発生直後) 

 ○環状七号線から都心方向へ流入する車両の通行を禁止する。 

○環状七号線内側への流入禁止の実効性を高めるため、環状八号線から都心方向へ

流入する車両の通行を抑制する。 

○緊急自動車専用路指定予定路線を緊急自動車専用路として指定し、緊急自動車等

以外の車両の通行を禁止する。 

 

◇緊急自動車専用路指定予定路線 

国道４号(日光街道他)、国道 17 号他(白山通り他)、国道 20 号(甲州街道他)、国

道 246 号(青山通り他)、都道８号他（目白通り）、都道 405 号（外堀通り他）、都

道８号（新目白通り）、首都高速道路・自動車専用道路・高速自動車国道 

※ 自転車、路線バスについては、環状七号線から都心方向への車両流入禁止の対象車

両から除外する。ただし、「緊急自動車専用路」上は通行禁止 
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【大震災時における交通規制図（第二次交通規制）】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○第二次交通規制(災害発生直後) 

 ○前記緊急自動車専用路指定予定路線を「緊急交通路」とするほか、その他の路線

についても、被災状況等に応じて緊急交通路に指定する。 

 

◇緊急交通路指定予定路線 

国道１号（永代通り）、国道１号（第二京浜他）、国道６号（水戸街道他）、国道

14 号（京葉道路）、国道 15 号（第一京浜他）、国道 17 号（新大宮バイパス）、国

道 122 号（北本通り他）、国道 254 号、（川越街道他）、国道 357 号（湾岸道路）、

都道２号（中原街道）、都道４号他（青梅街道他）、都道７号他（井の頭通り他）、

都道７号（睦橋通り）、都道 312 号（目黒通り）、都道 315 号他（蔵前橋通り他）、

国道 16 号（東京環状他）、国道 16 号（東京環状）、国道 16 号（大和バイパス他）、

国道 20 号（日野バイパス他）、国道 139 号（旧青梅街道）、国道 246 号（大和厚

木バイパス）、都道９号（稲城大橋通り他）、都道 14 号（東八道路）、都道 15 号

他（小金井街道）、都道 17 号他（府中街道他）、都道 18 号他（鎌倉街道他）、都

道 20 号他（川崎街道）、都道 29 号他（新奥多摩街道他）、都道 43 号他（芋窪街

道他）、都道 47 号（町田街道）、都道 51 号（町田厚木線）、都道 59 号（八王子武

蔵村山線）、都道 121 号（三鷹通り）、都道 153 号（中央南北線他）、都道 158 号

（多摩ニュータウン通り）、都道 169 号（新滝山街道他）、都道 173 号（北野街道）、
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都道 248 号他（新小金井街道）、都道 256 号（甲州街道） 

※ 自転車、路線バスについては、環状七号線から都心方向への車両流入禁止の対象車

両から除外する。ただし、｢緊急交通路｣上は通行禁止 

 

60




